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弁護士　琴浦 諒

インドに会社を設立する際の要件・
手続きについて解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第❺回
事業拠点の

設立要件・手続き③

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

各
事
業
拠
点
の

設
立
方
法

　 

（
会
社
の
場
合
）

4-3（
１
）
会
社
（C

om
pany

）
の
設
立
要
件

　

こ
れ
ま
で
に
解
説
し
て
き
た
駐
在
員

事
務
所
や
支
店
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ

ィ
ス
と
異
な
り
、
会
社
に
つ
い
て
は
、

外
国
直
接
投
資（Foreign D

irect In-
vestm

ent

）
に
対
す
る
規
制
に
従
っ
て

設
立
さ
れ
る
限
り
、
特
段
の
設
立
要
件

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
支
店
や

駐
在
員
事
務
所
の
よ
う
に
、
会
社
を
設

立
し
よ
う
と
す
る
者
の
売
上
額
や
資
産

額
な
ど
が
、
会
社
設
立
手
続
に
あ
た
っ

て
イ
ン
ド
当
局
に
よ
り
考
慮
さ
れ
る
こ

と
は
、
原
則
と
し
て
な
い
。

（
２
）
会
社
の
設
立
手
続

　

以
下
で
は
、
日
本
企
業
に
よ
る
設
立

が
最
も
多
いprivate com

pany

の
設

立
を
念
頭
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
に
お
け

る
設
立
手
続
を
解
説
す
る
。
な
お
、
イ

ン
ド
の
会
社
設
立
手
続
は
頻
繁
に
改
正

さ
れ
て
お
り
、
下
記
は
、
あ
く
ま
で
本

稿
が
執
筆
さ
れ
た
二
〇
一
一
年
一
〇
月

時
点
で
の
手
続
き
で
あ
る
こ
と
に
留
意

さ
れ
た
い
。

　

イ
ン
ド
に
会
社
を
設
立
す
る
場
合
の

手
続
き
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
順
に

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
図
表
参
照
）。

①�　

電
子
署
名
認
証
（D

igital�Signa-
ture�C

ertificate

〈
Ｄ
Ｓ
Ｃ
〉）
の
取

得
②�　

取
締
役
識
別
番
号（D

irector�Iden-
tification�N

um
ber

〈
Ｄ
Ｉ
Ｎ
〉）
の

取
得

③�　

商
号
承
認
申
請
（e-Form

1-A

提

出
）

④�　

会
社
設
立
申
請
（
定
款
の
作
成
な

ら
び
にe-Form

1

、
18
お
よ
び
32
の

提
出
）

⑤　

設
立
完
了
後
の
諸
手
続

　

前
記
の
う
ち
、
①
お
よ
び
②
は
設
立

後
の
会
社
の
取
締
役
と
な
る
べ
き
者
に

よ
る
手
続
き
で
あ
り
、
③
お
よ
び
④
は

設
立
後
の
会
社
の
株
主
と
な
る
者
（
プ

ロ
モ
ー
タ
ー
〈prom

oter

〉）
に
よ
る
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インド進出における法務の基礎知識

選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
貼
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
、
会
社
設
立
手
続
は
、

イ
ン
ド
企
業
省
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
で
行
わ
れ
る

が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
書
類
提
出
の
際

に
、
設
立
後
の
会
社
の
取
締
役
と
な
る

べ
き
者
に
よ
る
Ｄ
Ｓ
Ｃ
の
貼
付
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
た
め
、
取
締
役
候
補
者

の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
名
は
必
ず
Ｄ

Ｓ
Ｃ
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る（
注
１
）。

　

Ｄ
Ｓ
Ｃ
に
は
、
そ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

レ
ベ
ル
に
応
じ
てClass1

か
らClass3

ま
で
あ
る
が
、
会
社
の
設
立
お
よ
び
登

記
（
な
ら
び
に
支
店
、
駐
在
員
事
務
所

お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
登

記
）
に
必
要
な
Ｄ
Ｓ
Ｃ
は
、Class2

の

Ｄ
Ｓ
Ｃ
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
に
は

有
効
期
間
が
あ
り
、Class2

の
Ｄ
Ｓ
Ｃ

の
場
合
、
通
常
二
年
間
有
効
で
あ
る
。

　

Ｄ
Ｓ
Ｃ
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
Ｄ

Ｓ
Ｃ
の
作
成
と
認
証
登
録
を
代
行
す
る

専
門
の
登
録
委
託
業
者
に
必
要
書
類
を

提
出
し
て
取
得
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ

る
。
登
録
委
託
業
者
は
、
イ
ン
ド
企
業

省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注
２
）
に
列
挙

さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
現

在
、T

A
T

A
 Consultancy Services

やSafescrypt

（Sify

）
な
ど
、
八
社

が
登
録
を
受
け
て
い
る
。
八
社
の
い
ず

①
　
電
子
署
名
認
証
の
取
得

　

電
子
署
名
認
証
（D

igital Signa-
ture Certificate

〈
Ｄ
Ｓ
Ｃ
〉）
と
は
、

署
名
を
電
子
的
に
登
録
し
た
も
の
で
あ

り
、
日
本
で
例
え
れ
ば
、
印
鑑
登
録
が

電
子
化
さ
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
。

　

現
在
の
イ
ン
ド
で
は
、
多
く
の
書
類

の
提
出
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た

オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
。
イ
ン
ド
で
は
、
書
類
を
公
的
ま
た

は
私
的
機
関
に
提
出
す
る
場
合
、
名
義

人
本
人
に
よ
り
書
類
が
作
成
さ
れ
た
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
、
名
義
人
に
よ
る

当
該
書
類
へ
の
署
名
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
通
常
で
あ
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で

書
類
を
提
出
す
る
場
合
、
提
出
書
面
に

手
書
き
で
署
名
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
手
書
き
の
署
名
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
、Ｄ
Ｓ
Ｃ
を
取
得
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
す
る
書
類
に
貼
付

す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
、
政
府
当
局
に
書

類
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
す
る
場
合
、

必
ず
当
該
書
類
の
名
義
人
の
Ｄ
Ｓ
Ｃ
を

貼
付
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｃ
は
、

Ｄ
Ｓ
Ｃ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ

モ
リ
ー
等
の
記
録
媒
体
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
挿
入
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
画

面
上
の
署
名
欄
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
、
署

名
の
選
択
画
面
か
ら
自
己
の
Ｄ
Ｓ
Ｃ
を

（注１）�実務上は、会社設立後の便宜を考慮し、すべての取締役候補者についてDSCを取得することが多い。

（注２）インド企業省ウェブサイト▶http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/dsc/certifying-new.html

図表　会社設立手続

設立手続 手続の主体 手続の概要 所要期間

①DSCの取得 取締役候補者 ▶�DSCの作成と認証登録を代行する専門の登録委託業者に、DSC申
請フォーム（写真貼付）および添付書類を提出。

申請から
1週間程度

②DINの取得 取締役候補者

▶�Form�DIN-1と呼ばれるフォームに必要事項を記載するとともに、申
請者のパスポートサイズの写真のデータおよび各添付書類を当該
フォームに添付し、オンラインでインド企業省に提出。
▶�添付書類の一部がDSC申請書類と共通するため、DSC申請の際に、
原本書類を登録委託業者に送付する前にPDFコピーを取得してお
けば、これをそのままDIN申請の際にも利用することができる。

申請から
24時間以内

③商号承認申請
設立後の会社の
株主となる者
（プロモーター）

▶�e-Form1-Aと呼ばれるフォームに、最大6つの候補商号を含む必要
事項を記載するとともに、各種添付書類を当該フォームに添付し、
オンラインでインド企業省に提出。
▶�会社秘書役や勅許会計士が「調査の結果、申請する商号につき既存
の類似商号が存在しないこと」などを確認する書面を提出した場合、
24時間以内に商号が承認される。

申請から
24時間以内

④会社設立申請
設立後の会社の
株主となる者
（プロモーター）

▶�会社の基本定款（Memorandum�of�Association）および附属定款（Articles�
of�Association）を作成する。これらは、会社の株主となる者により
署名される必要がある（公証等は不要）。
▶�e-Form1、e-Form18およびe-Form32と呼ばれるフォームに必要事
項を記載するとともに、各種添付書類をフォームに添付し、オンラ
インでインド企業省に提出。
▶�会社秘書役や勅許会計士が、上記各定款および各提出書類の内容に
不備がないことを確認する書面を提出した場合、即日または数日以
内に設立が認可される。

申請から
数日以内

⑤�設立完了後の
諸手続 設立された会社

▶第1回取締役会の開催
▶会社名義の銀行口座の開設（資本金の払込みの受領）
▶会社秘書役や勅許会計士の選任
▶各種税務番号の取得
▶事業所の登録
▶その他、事業の内容に応じた各種登録　　など

各会社により
異なる

手
続
き
で
あ
る
。
法
人
と
し
て
の
会
社

は
④
の
申
請
が
認
可
さ
れ
た
時
点
で
成

立
す
る
た
め
、
⑤
は
厳
密
に
は
法
人
の

成
立
の
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
は
な

い
が
、
イ
ン
ド
で
は
資
本
金
の
払
込
み

等
の
重
要
な
手
続
き
が
設
立
完
了
後
に

行
わ
れ
る
た
め
、
会
社
設
立
手
続
の
一

環
と
し
て
解
説
す
る
こ
と
と
し
、以
下
、

手
続
き
ご
と
に
分
け
て
解
説
す
る
。
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Ｓ
Ｃ
の
登
録
（verification

）
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

②
　
取
締
役
識
別
番
号
の
取
得

　

取
締
役
識
別
番
号（Director Identi-

fication N
um

ber

〈
Ｄ
Ｉ
Ｎ
〉）と
は
、

イ
ン
ド
企
業
省
が
、
会
社
の
取
締
役
を

番
号
に
よ
っ
て
識
別
す
る
た
め
に
、
各

取
締
役
個
人
に
対
し
て
付
与
す
る
番
号

を
い
う
。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
会
社
を
設
立
す
る

場
合
、
設
立
申
請
書
類
に
、
設
立
さ
れ

る
会
社
の
取
締
役
と
な
る
者
の
Ｄ
Ｉ
Ｎ

を
記
載
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、

イ
ン
ド
で
会
社
を
設
立
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
す
べ
て
の
取
締
役
候
補
者
が
Ｄ

Ｉ
Ｎ
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｎ
は
、
会
社
で
は
な
く
個
人
と

し
て
の
取
締
役
に
付
与
さ
れ
る
番
号
で

あ
る
た
め
、
一
人
が
数
社
の
取
締
役
を

兼
任
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当

該
人
物
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
取
締
役

識
別
番
号
は
一
つ
の
み
で
あ
る
。ま
た
、

設
立
さ
れ
る
会
社
の
取
締
役
と
な
る
者

が
す
で
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
を
保
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
新
た
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
を
取
得
す
る

必
要
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
取
締
役

候
補
者
全
員
が
す
で
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
を
取
得

し
て
い
る
場
合
、
こ
の
手
続
き
は
省
略

で
き
る
）。

る
か
、
ま
た
は
現
地
の
業
者
に
署
名
の

認
証
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
申
請
フ
ォ
ー
ム
に

は
、
個
人
証
明
お
よ
び
住
所
証
明
の
た

め
の
書
類
と
し
て
、
以
下
の
書
類
の
原

本
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア�　

個
人
証
明
と
し
て
の
パ
ス
ポ
ー
ト

の
コ
ピ
ー
。
原
本
の
正
確
な
コ
ピ
ー

で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
パ
ス
ポ
ー
ト

に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
正
し
い

こ
と
を
宣
誓
す
る
宣
誓
書
（D

ecla-
ration

）
を
添
付

イ�　

住
所
証
明
（
電
気
料
金
や
電
話
料

金
な
ど
の
公
共
料
金
の
請
求
書
の
コ

ピ
ー
、運
転
免
許
証
の
コ
ピ
ー
な
ど
）。

英
訳
を
作
成
の
上
、
原
本
の
正
確
な

コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
英
訳

が
正
し
い
こ
と
を
宣
誓
す
る
宣
誓
書

（D
eclaration

）
を
添
付

　

前
記
添
付
書
類
は
、
す
べ
て
公
証
人

に
よ
る
公
証
（notarization

）、
お
よ

び
イ
ン
ド
大
使
館
に
よ
る
認
証
（atte-

station

）
が
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
日
本
と
イ
ン
ド
は
、
と
も

に
「
外
国
公
文
書
の
認
証
を
不
要
と
す

る
条
約
（
ハ
ー
グ
条
約
）」
の
加
盟
国
で

あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
大
使
館
に
よ
る
認

証
に
代
え
て
、ア
ポ
ス
テ
ィ
ー
ユ（A

po-
stille

）
の
付
与
を
受
け
る
こ
と
で
も
足

れ
を
選
ん
で
も
、
作
成
さ
れ
る
Ｄ
Ｓ
Ｃ

の
内
容
は
同
一
で
あ
る
た
め
、
手
数
料

や
地
理
的
便
宜
等
を
考
慮
し
て
、
最
も

利
用
し
や
す
い
登
録
委
託
業
者
を
選
べ

ば
足
り
る
。

　

登
録
委
託
業
者
を
決
定
後
、
当
該
登

録
業
者
の
個
人
（individual

）
用
の

Class2
の
Ｄ
Ｓ
Ｃ
申
請
フ
ォ
ー
ム
に
必

要
事
項
を
記
載
し
た
上
で
、
パ
ス
ポ
ー

ト
サ
イ
ズ
の
写
真
を
貼
り
付
け
、
申
請

者
が
、
写
真
と
フ
ォ
ー
ム
の
双
方
に
か

か
る
よ
う
に
署
名
を
行
う
（self atte-

station

）必
要
が
あ
る
。
必
要
事
項
は
、

登
録
委
託
業
者
に
よ
っ
て
や
や
異
な
る

が
、
氏
名
／
性
別
／
生
年
月
日
／
住
所

（
日
本
居
住
者
の
場
合
、
日
本
の
現
住

所
）
／
電
話
番
号
／
電
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
な
ど
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
申
請
フ
ォ
ー
ム
に

は
、
署
名
の
真
正
に
関
す
る
銀
行
そ
の

他
の
第
三
者
の
認
証
欄
が
あ
る
（
例
え

ば
、T

A
T

A
 Consultancy Services

の
場
合
、
申
請
者
が
口
座
を
有
す
る
銀

行
等
か
ら
、Letter of A

uthority

〈
承

認
レ
タ
ー
〉
を
発
行
し
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
）。
日
本
の
銀
行
は
、
こ
の
よ
う

な
英
文
に
よ
る
認
証
の
依
頼
に
対
応
し

て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、
海
外
業

務
を
広
く
行
っ
て
い
る
銀
行
や
外
資
系

銀
行
な
ど
に
事
情
を
説
明
し
て
依
頼
す

り
る
（
注
３
）。

　

Ｄ
Ｓ
Ｃ
申
請
フ
ォ
ー
ム
お
よ
び
添
付

書
類
の
内
容
に
不
備
が
な
け
れ
ば
、
申

請
書
類
の
提
出
か
ら
お
お
む
ね
一
週
間

前
後
で
、
登
録
委
託
業
者
か
ら
、
Ｄ
Ｓ

Ｃ
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
入
っ
た
Ｃ
Ｄ

と
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
の
デ
ー
タ
が
入
っ
た
Ｕ
Ｓ

Ｂ
メ
モ
リ
ー
が
交
付
さ
れ
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｃ

は
、
Ｃ
Ｄ
を
ド
ラ
イ
ブ
に
入
れ
て
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
後
、

Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
を
差
し
込
む
こ
と
に

よ
り
、
貼
付
可
能
と
な
る
（
な
お
、
イ

ン
ス
ト
ー
ル
が
必
要
な
の
は
最
初
だ
け

で
あ
り
、
二
回
目
以
降
は
Ｃ
Ｄ
は
不
要

で
あ
る
）。

　

な
お
、
Ｄ
Ｓ
Ｃ
を
取
得
後
は
、
イ
ン

ド
企
業
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
、
Ｄ

（注３）�東京または横浜の公証役場で公証を行う場合、公証と同時にアポスティーユを付与してもらうことが
可能であるため、大使館認証ではなくアポスティーユを利用した方が簡便である。
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二
〇
一
一
年
三
月
四
日
よ
り
前
は
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
の
取
得
申
請
は
、
イ
ン
ド
企
業

省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
申
請
（
仮
Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請
）、
お

よ
び
そ
の
後
の
イ
ン
ド
企
業
省
の
Ｄ
Ｉ

Ｎ
局
（D

IN
 cell

）
に
対
す
る
必
要
書

類
の
提
出
（
本
Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請
）
の
二
段

階
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
同
日

付
で
イ
ン
ド
企
業
省
か
ら
発
行
さ
れ
た

通
達（General Circular No.5/2011

）

に
よ
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請
は
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
申
請
に
一
本
化
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
ド
企
業
省
に
よ
る
二

〇
一
一
年
五
月
三
一
日
付
通
達
（Ge-

neral Circular No.32/2011

）に
よ
り
、

同
年
六
月
一
二
日
以
降
、
す
べ
て
の
Ｄ

Ｉ
Ｎ
申
請
は
、会
社
秘
書
役（com

pany 
secretary

）、勅
許
会
計
士（chartered 

accountant

）
ま
た
は
コ
ス
ト
ア
カ
ウ
ン

タ
ン
ト
（cost accountant

・
注
４
）

の
い
ず
れ
か
の
確
認
を
経
る
必
要
が
あ

る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
者
の

Ｄ
Ｓ
Ｃ
の
貼
付
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
最
新
の
通
達

を
踏
ま
え
た
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ

Ｎ
の
取
得
手
続
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
き

は
、
添
付
書
類
の
準
備
を
除
き
、
現
地

の
法
律
事
務
所
や
会
計
事
務
所
等
の
エ

ー
ジ
ェ
ン
ト
（
に
所
属
す
る
会
社
秘
書

役
や
勅
許
会
計
士
）
に
よ
り
代
行
さ
れ

る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
企
業
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

「M
CA

21

」と
呼
ば
れ
る
ペ
ー
ジ（
注
５
）

で
「A

cquire Director Identification 
N

um
ber 

（D
IN

）」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
部
分
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ

の
申
請
方
法
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い

る
ペ
ー
ジ
に
リ
ン
ク
す
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｎ
の

申
請
は
、D

IN
-1 Form

で
行
う
た
め
、

D
IN

-1 Form

の
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク

し
て
、D

IN
-1 Form

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
（
注
６
）。

　

申
請
フ
ォ
ー
ム
が
開
い
た
ら
、
申
請

者
の
氏
名
／
父
親
の
氏
名
／
イ
ン
ド
市

民
か
否
か
／
国
籍
／
生
年
月
日
／
性
別

／
パ
ス
ポ
ー
ト
ナ
ン
バ
ー
／
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
／
住
所
（
本
籍
地
お
よ
び

現
住
所
）等
の
必
要
情
報
を
入
力
す
る
。

　

フ
ォ
ー
ム
へ
の
必
要
情
報
の
記
載
の

完
了
後
、
フ
ォ
ー
ム
の
各
該
当
箇
所
を

ク
リ
ッ
ク
し
、
申
請
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト

サ
イ
ズ
の
写
真
の
デ
ー
タ
（jpeg
フ
ァ

イ
ル
）
を
添
付
す
る
と
と
も
に
、
以
下

の
書
類
を
フ
ォ
ー
ム
に
添
付
す
る
。

ア�　

個
人
証
明
と
し
て
の
パ
ス
ポ
ー
ト

の
コ
ピ
ー
。
原
本
の
正
確
な
コ
ピ
ー

で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
パ
ス
ポ
ー
ト

に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
正
し
い

こ
と
を
宣
誓
す
る
宣
誓
書
（D

ecla-
ration

）
を
添
付

イ�　

住
所
証
明
（
電
気
料
金
や
電
話
料

金
な
ど
の
公
共
料
金
の
請
求
書
の
コ

ピ
ー
、運
転
免
許
証
の
コ
ピ
ー
な
ど
）。

英
訳
を
作
成
の
上
、
原
本
の
正
確
な

コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
英
訳

が
正
し
い
こ
と
を
宣
誓
す
る
宣
誓
書

（D
ecla-ration

）
を
添
付

ウ�　

Annexure1

と
呼
ば
れ
る
書
類（
表

題
は
「Verification�of�applicant�

in�case�of�Form
�D
IN
-1

」）

　

前
記
の
う
ち
、
ア
お
よ
び
イ
は
、
Ｄ

Ｓ
Ｃ
申
請
の
際
の
添
付
書
類
と
同
じ
書

類
で
あ
る
た
め
、Ｄ
Ｓ
Ｃ
申
請
の
際
に
、

原
本
書
類
を
登
録
委
託
業
者
に
送
付
す

る
前
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
コ
ピ
ー
を
取
得
し
て
お

け
ば
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請

の
際
に
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
ウ
は
、Form

 D
IN

-1

に
添

付
さ
れ
て
い
る
写
真
や
書
類
等
が
申
請

者
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
イ
ン
ド

会
社
法
上
の
取
締
役
欠
格
事
由
に
該
当

し
な
い
こ
と
、前
科
前
歴
が
な
い
こ
と
、

過
去
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
を
取
得
し
た
こ
と
が
な

い
こ
と
な
ど
の
宣
言
を
行
う
書
面
で
あ

り
、
申
請
者
お
よ
び
そ
の
父
親
の
氏
名

や
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請
書
類
の
確
認
を
行
う

会
社
秘
書
役
や
勅
許
会
計
士
の
氏
名
な

ど
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

す
べ
て
の
必
要
事
項
の
記
載
お
よ
び

必
要
書
類
の
添
付
後
、
会
社
秘
書
役
や

勅
許
会
計
士
に
よ
る
Ｄ
Ｓ
Ｃ
を
貼
付
し

た
上
で
、Form

 D
IN

-1

を
イ
ン
ド
企

業
省
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
。

　

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
後
、
イ
ン
ド
企
業
省

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
銀
行
振

込
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
、

Ｄ
Ｉ
Ｎ
申
請
の
手
数
料
を
支
払
う
（
な

お
、
支
払
い
に
は
イ
ン
ド
企
業
省
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
の
登
録
が
必
要
と
な

る
。
通
常
は
こ
の
手
数
料
は
現
地
の
法

律
事
務
所
や
会
計
事
務
所
等
の
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
た
め
、
申

請
者
自
ら
登
録
を
行
う
必
要
は
な
い
）。

　

Form
 D

IN
-1

お
よ
び
添
付
書
類
の

内
容
に
不
備
が
な
け
れ
ば
、
手
数
料
支

払
い
完
了
後
、
ほ
ぼ
即
時
に
Ｄ
Ｉ
Ｎ
が

交
付
さ
れ
る
（
注
７
）。

　

申
請
者
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｎ
交
付
後
三
〇
日

以
内
に
、
当
該
申
請
者
が
取
締
役
と
な

る
会
社
に
対
し
、Form

 D
IN

-2

と
呼

ば
れ
る
書
面
に
よ
り
、
取
得
し
た
Ｄ
Ｉ

Ｎ
を
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

Form
 D

IN
-1

の
記
載
事
項
に
変
更
が

生
じ
た
場
合
に
は
、Form

 D
IN

-4

と

呼
ば
れ
る
書
面
を
イ
ン
ド
企
業
省
に
オ

ン
ラ
イ
ン
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ

ン
ド
企
業
省
に
変
更
が
あ
っ
た
事
項
を

通
知
す
る
必
要
が
あ
る
。 

（注４）�インドにおける資格業種の1つ。原価計算等のコスト計算の専門家。

（注５）インド企業省「MCA21」▶http://www.mca.gov.in/MCA21/index.html

（注６）�インド企業省のウェブサイトでダウンロードできる申請フォームは、すべてオンライン申請のための
「eFiling」という機能が備わった「eForm」と呼ばれるフォームとなっており、PCがインターネット
に接続されていれば、フォーム下部の「Prescrutiny」や「Submit」等のボタンをクリックすることに
より、自動的にインド企業省にアップロードされる。

（注７）�新制度の施行前は、インド企業省自身による添付書類の内容の確認のため、申請からDIN交付までに
は数日かかっていたが、現在では、添付書類の内容の確認がForm�DIN-1にDSCを貼付する会社秘書
役や勅許会計士により行われるようになったため、DINもほぼ即時に交付されるようになった。


